
○
逓
信
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
四
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

5

電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
八
、
一
、
二
八

　
　
五
八
、
三
、
三

受
　
　
　
領

五
八
、
一
、
二
八

　
　
　
（
予
）

五
八
、
三
、
二
二

可
　
　
決

五
八
、
三
、
二
三

可
　
　
決

五
八
、
一
、
二
八

五
八
、
三
、
二

可
　
　
決

五
八
、
三
、
三

可
　
　
決

６

電
信
電
話
設
備
の
拡
充
の
た
め
の
暫
定
措
置

に
関
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
法
律
案

一
、
二
八　

　
　
　
三
、
三

受
　
　
　
領

一
、
二
八

（
予
）

　
　
　
三
、
二
二

可
　
　
決

　
　
三
、
二
三

可
　
　
決

一
、
二
八　
　
三
、
二

可
　
　
決

　
　
　
三
、
三

可
　
　
決

７

簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
積
立
金
の

運
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

一
、
二
八 　

　
　
　
四
、
二
八

受
　
　
　
領

一
、
二
八

（
予
）

　
　
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

一
、
二
八 　

　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

5１

公
衆
電
気
通
信
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

二
、
四

　
　
　
　
四
、
二
八

受
　
　
　
領

二
、
八

（
予
）

　
　
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

二
、
四

　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

0１

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規

正
に
関
す
る
法
律
及
び
有
線
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

逓
信
委
員
長

　
（
五
八
、
五
、
一
一
)

五
八
、
五
、
一
二

五
八
、
五
、
一
二

五
八
、
五
、
こ

　
　
　
（
予
）

五
八
、
五
、
二
五

可
　
　
決

五
八
、
五
、
二
六

可
　
　
決

五
八
、
五
、
一
二

可
　
　
決



国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
承
認
を
求
め
る
の
件

五
八
、
二
、
一
六

　
五
八
、
三
、
二
五

受
　
　
　
領

五
八
、
二
、
一
六

　
　
　
（
予
）

五
八
、
三
、
三
〇

承
　
　
認

五
八
、
三
、
三
一

承
　
　
認

五
八
、
二
、
一
六

五
八
、
三
、
二
四

承
　
　
認

五
八
、
三
、
二
五

承
　
　
認

Ｎ
Ｈ
Ｋ
決
算
（
二
件
）

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
五
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

　
　
　
　
五
七
、
三
、
一
七

（
第
九
十
六
回
国
会
）

五
七
、
一
二
、
二
八

五
七
、
一
二
、
二
八

日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
六
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

五
八
、
三
、
二
三
五
八
、
三
、
二
三

五
八
、
三
、
二
三



電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
、
　
一
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
　
三
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
二
三
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
電
話
加
入
権
に
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
特
例
措
置
が
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
つ
て
期
限
切
れ
と

　
な
る
が
、
現
在
な
お
庶
民
金
融
の
担
保
物
と
し
て
相
当
程
度
利
用
さ

　
れ
て
い
る
こ
と
及
び
本
制
度
の
存
続
に
対
す
る
要
望
が
強
い
こ
と
等

　
に
か
ん
が
み
、
再
延
長
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

　
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
電
話
加
入
権
に
対
す
る
質
権
の
設
定
を
昭
和
五
十
八
年
四
月
一

　
　
日
以
降
も
当
分
の
間
許
容
す
る
こ
と
。

　
二
、
質
権
の
設
定
を
登
録
す
る
場
合
等
の
手
数
料
額
に
つ
い
て
は
、

　
　
日
本
電
信
電
話
公
社
が
郵
政
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
は
、
電
話
加
入
権
に
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
特

　
例
措
置
が
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
期
限
切
れ
と
な

　
る
が
、
現
在
な
お
庶
民
金
融
の
担
保
物
と
し
て
相
当
程
度
利
用
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
及
び
本
制
度
の
存
続
に
対
す
る
要
望
が
強
い
こ
と
等
に

　
か
ん
が
み
、
電
話
加
入
権
に
対
す
る
質
権
の
設
定
を
昭
和
五
十
八
年

　
四
月
一
日
以
降
も
当
分
の
間
許
容
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
次
に
、
電
信
電
話
設
備
の
拡
充
の
た
め
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法

　
律
を
廃
止
す
る
法
律
案
は
、
現
在
加
入
電
話
等
公
衆
電
気
通
信
設
備

　
の
拡
充
に
要
す
る
資
金
の
一
部
を
調
達
す
る
た
め
、
暫
定
措
置
と
し

　
て
加
入
電
話
加
入
申
込
者
等
に
電
信
電
話
債
券
を
引
き
受
け
さ
せ
て

　
い
る
が
、
電
信
電
話
等
の
需
要
を
充
足
す
る
た
め
の
態
勢
が
整
っ
た

　
こ
と
に
か
ん
が
み
、
債
券
の
引
受
制
度
を
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十

　
日
限
り
で
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
二
法
案
を
便
宜
一
括
し
て
審
査

　
し
、
電
話
加
入
者
等
に
よ
る
債
券
引
受
制
度
の
果
た
し
た
役
割
り
、

　
今
後
の
建
設
投
資
資
金
の
調
達
方
法
、
設
備
料
の
引
き
下
げ
、
電
話



　
加
入
権
質
の
設
定
状
況
と
制
度
再
延
長
の
理
由
等
の
諸
問
題
に
つ
い

　
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
案
は
い

　
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

　
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

電
信
電
話
設
備
の
拡
充
の
た
め
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
を
廃
止
す

る
法
律
案
（
閣
法
第
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
、
　
一
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
　
三
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
二
三
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
現
在
、
加
入
電
話
等
公
衆
電
気
通
信
設
備
の
拡
充

　
に
要
す
る
資
金
の
一
部
を
調
達
す
る
た
め
、
暫
定
措
置
と
し
て
加
入

　
電
話
加
入
申
込
者
等
に
電
信
電
話
債
券
を
引
き
受
け
さ
せ
て
い
る
が
、

　
電
信
電
話
等
の
需
要
を
充
足
す
る
た
め
の
態
勢
が
整
つ
た
こ
と
に
か

　
ん
が
み
、
債
券
の
引
受
制
度
を
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
日
限
り
で

　
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案
の
委
員
長
報
告
参
照

簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
、
　
一
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
八
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
簡
易
生
命
保
険
の
加
入
者
の
利
益
の
増
進
を
図
る

　
た
め
、
簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
範
囲
を
郵
便
年
金
の
積
立

　
金
並
み
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
範
囲
に
、
外
国
政

　
府
等
の
発
行
す
る
債
券
、
金
銭
信
託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
が
あ
る

　
も
の
及
び
金
融
機
関
へ
の
預
金
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。



委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す

　
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
簡
易
生
命
保
険
の
加
入
者

　
の
利
益
の
増
進
を
図
る
た
め
、
簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
範

　
囲
に
、
外
国
政
府
等
の
発
行
す
る
債
券
、
信
託
会
社
等
へ
の
金
銭
信

　
託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
が
あ
る
も
の
及
び
金
融
機
関
へ
の
預
金
を

　
加
え
、
そ
の
運
用
範
囲
を
郵
便
年
金
の
積
立
金
並
み
に
拡
大
し
よ
う

　
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
法
改
正
の
メ
リ
ッ
ト
と
資
金
運
用
制

　
度
の
一
層
の
改
善
、
簡
易
保
険
の
青
壮
年
層
等
へ
の
普
及
方
策
、
保

　
険
料
団
体
払
い
込
み
制
度
の
適
正
な
運
用
、
加
入
者
福
祉
施
設
の
あ

　
り
方
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
案
は
全
会
一

　
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
な
お
、
高
橋
圭
三
理
事
よ
り
附
帯
決
議
案
が
提
案
さ
れ
、
全
会
一

　
致
を
も
っ
て
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
次
に
、
公
衆
電
気
通
信
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
電
話

　
の
近
距
離
通
話
料
と
遠
距
離
通
話
料
と
の
格
差
是
正
を
図
る
た
め
、

　
区
域
外
通
話
地
域
の
距
離
が
三
百
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
遠

　
距
離
通
話
料
に
つ
い
て
、
現
行
の
四
秒
な
い
し
三
秒
ご
と
に
十
円
で

　
あ
る
も
の
を
一
律
四
・
五
秒
ご
と
に
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
料
金
決
定
原
則
の
確
立
等
料
金
政
策

　
の
明
確
化
、
グ
ル
ー
プ
料
金
制
の
早
期
実
現
、
電
話
福
祉
施
策
の
充

　
実
、
夜
間
・
日
曜
割
引
地
域
の
拡
大
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が

　
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
案
は
全
会

　
　
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

　
た
。

　
　
な
お
、
高
橋
圭
三
理
事
よ
り
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一

　
致
を
も
っ
て
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

公
衆
電
気
通
信
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
五
号
）
（
衆

議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
、
　
二
、
　
四
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
八
　
衆
可
決



五
八
、
　
五
、
一
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
電
話
の
近
距
離
通
話
料
と
遠
距
離
通
話
料
と
の
格

　
差
是
正
を
図
る
た
め
、
区
域
外
通
話
地
域
の
距
離
が
三
二
〇
キ
ロ
メ

　
ー
ト
ル
を
超
え
る
遠
距
離
通
話
料
に
つ
い
て
、
一
律
四
・
五
秒
（
現

　
行
三
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
四
秒
、

　
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
三
・
五

　
秒
、
七
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
三
秒
）
ご
と
に
一
〇
円

　
に
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
法
律

　
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照
。

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
及
び
有
線
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
〇
号
）
（
衆
議

院
提
出
）

五
八
、
　
五
、
一
一
　
衆
逓
信
委
員
長
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
二
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
二
六
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
道
路
法
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
道
路
を
占
用

　
す
る
な
ど
違
法
な
手
段
に
よ
つ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
有
線
放
送
設
備

　
が
増
加
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
及
び
有
線

　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
秩
序
を
確
保
す
る
た
め
、
標
記
両
法
に
つ
い

　
て
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内

　
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
又
は
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
を
行

　
　
う
者
は
、
道
路
法
等
の
許
可
を
受
け
な
い
で
設
置
さ
れ
て
い
る
有

　
　
線
電
気
通
信
設
備
又
は
所
有
者
等
の
承
諾
を
得
な
い
で
他
人
の
電

　
　
柱
等
に
設
置
さ
れ
て
い
る
有
線
電
気
通
信
設
備
に
よ
つ
て
有
線
放

　
　
送
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
二
、
郵
政
大
臣
は
前
記
規
定
に
違
反
す
る
行
為
者
に
対
し
て
業
務

　
　
停
止
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
そ
れ
が
道
路
法
に
起
因
す

　
　
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
建
設
大
臣
に
通
知

　
　
す
る
も
の
と
し
、
建
設
大
臣
は
当
該
道
路
法
違
反
に
関
す
る
意
見

　
　
を
郵
政
大
臣
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。



三
、
郵
政
大
臣
は
、
違
法
に
設
置
さ
れ
て
い
る
有
線
電
気
通
信
設
備

　
の
設
置
状
況
等
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者
等
か
ら
資
料
の
提
供
そ

　
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の

　
規
正
に
関
す
る
法
律
及
び
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一
部
を
改

　
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経

　
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
逓
信
委
員
長
提
出
に
係
る
も
の
で
あ
り
ま

　
し
て
、
そ
の
骨
子
は
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
及
び
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

　
放
送
の
秩
序
を
確
保
す
る
た
め
、
有
線
放
送
の
業
務
を
行
う
者
が
、

　
道
路
、
電
柱
等
に
許
可
な
く
放
送
線
を
架
設
す
る
な
ど
違
法
な
手
段

　
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
有
線
電
気
通
信
設
備
を
使
用
し
て
、
有

　
線
ラ
ジ
オ
放
送
ま
た
は
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
こ
と
を
禁
止

　
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
有
線
放
送
業
務
の
許
可
制
、
違
法
設

　
置
の
放
送
線
の
撤
去
措
置
、
放
送
線
添
架
に
関
す
る
一
柱
一
条
主
義

　
の
見
直
し
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

　
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

　
た
。

　
　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
承
認
第
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
、
　　

二
、
一
六
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
二
五
　
衆
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
三
一
　
参
承
認

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
承
認
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
件
は
、
日
本
放
送
協
会
の
昭
和
五
十
八
年
度
収
支
予
算
、
事
業

　
計
画
及
び
資
金
計
画
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
も

　
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
そ
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ま
ず
、
収
支
予
算
に
つ
き
ま
し

　
て
は
、
事
業
収
入
は
二
千
九
百
十
五
億
円
、
事
業
支
出
は
三
千
二
十

　
一
億
一
千
万
円
で
、
事
業
収
支
は
百
六
億
一
千
万
円
の
赤
字
と
な
っ



て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
前
三
ヵ
年
度
よ
り
の
繰
越
金
を
も
っ
て
補

て
ん
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
事
業
計
画
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
重
点
を
視
聴
者
の
意

向
に
応
じ
た
放
送
番
組
の
編
成
、
広
報
・
営
業
活
動
の
積
極
化
、
放

送
衛
星
の
打
ち
上
げ
な
ど
新
し
い
放
送
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
等
に
置
い

て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
件
に
は
「
お
お
む
ね
適
当
と
認
め
る
」
旨
の
郵
政
大
臣

の
意
見
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
衛
星
放
送
な
ど
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の

有
効
活
用
問
題
を
初
め
、
国
際
放
送
の
拡
充
強
化
、
業
務
の
効
率
化

等
財
政
基
盤
の
強
化
方
策
、
公
共
放
送
と
し
て
の
番
組
編
集
の
あ
り

方
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
放
送
権
料
等
の
諸
問
題
に
つ

い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
件
は
全
会
一
致

を
も
っ
て
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
件
に
対
し
、
大
森
昭
理
事
よ
り
、
放
送
の
不
偏
不
党
を

堅
持
し
、
放
送
に
よ
る
表
現
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
な
ど
四
項
目

か
ら
成
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
こ
れ
を

本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
建
設
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

16

道
路
整
備
緊
急
措
置
法
及
び
奥
地
等
産
業
開

発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

五
八
、
二
、
四

　
五
八
、
三
、
二
四

受
　
　
　
領

五
八
、
三
、
四

　
　
　
（
予
）

五
八
、
三
、
二
四

可
　
　
決

五
八
、
三
、
三
一

可
　
　
決

五
八
、
二
、
八

五
八
、
三
、
二
二

可
　
　
決

五
八
、
三
、
二
四

可
　
　
決

41

建
築
士
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

三
、
一
一

　
　
　
　
四
、
二
八

受
　
　
　
領

三
、
一
一

（
予
）

　
　
　
五
、
一
二

可
　
　
決

　
　
五
、
一
三

可
　
　
決

三
、
一
一

　
　
　
四
、
二
七

修
　
　
正

　
　
　
四
、
二
八

修
　
　
正




